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2.

3-1

自治体の仕事は、ⓐ地域における事務（仕事）と、ⓑその

他の事務（仕事）で法律又はこれに基づく政令により処理す 

ることとされる仕事の、二つに区分することがあります。 

国と仕事を分担して、自治体は、ⓐの地域における仕事を広く行うのですが、この

ほかに、ⓑにあたる仕事があるとされるのです。ⓑには、どのような仕事があるので

しょうか。 

その例としてよく取り上げられるのが、「北方領土問題等の解決の促進のための特

別措置に関する法律」に基づく仕事で、北方領土に本籍を有する者の戸籍の事務を根

室市が行っています。北方四島は根室市の地域ではありませんが、北方四島に距離的

に近い自治体である根室市が、国に代わって、法律に基づき、便宜的にこの仕事を行

うとされているのです （地方自治法第 2 条第 2 項・北方領土問題等の解決の促進のための

特別措置に関する法律第 11 条）。 
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自治体の最も基本的な仕事は、住民票に関する仕事です（住民基本台帳法第 3 条）。 

住民票は、選挙をしたり、行政サービスを受けたりといった権利と義務の基礎

になるものです。また、日本国民として基本になる記録が戸籍で、これも基礎的

な自治体の仕事です（戸籍法第 1 条）。  

住民の生活を保障する介護保険は、基礎的な自治体の仕事と定められて（介護保

険法第 3 条）いますし、地域の生活基盤を担う清掃、上下水道、消防に責任を負う

のも、基礎的な自治体です（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 4 条、水道法第 6 条、下水

道法第 3 条、消防組織法第 6 条・第 7 条）。 

小中学校や保育所に関しては、基礎的な自治体だけが設置するのではありませ

んが、児童の就学に必要な小中学校を設置する責任 を

負っていたり、自らの責任で設置 したりします。 

（学校教育法第 38 条・第 49 条）

（児童福祉法第 35 条）
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　図表 3-1 の上段にある仕事はいずれも、法律によって、広域の自治体の仕事と

されています（警察法第 38 条・第 47 条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 37 条・

第 41 条、市町村立学校職員給与負担法第 1 条、児童福祉法第 35 条、地域保健法第 5 条、都市計画

法第 29 条）。そのうち、小中学校教員の任免、給与、定数及び児童相談所は指定都

市の仕事（教育公務員特例法第 11 条・第 13 条、児童福祉法第 12 条・第 59 条の 4）、保健所と

保育所設置の認可は、指定都市と中核市の仕事（地域保健法第 5 条）とされています。

　国民健康保険については、「都道府県は、当該都道府県内の市町村（特別区を含

む。以下同じ）とともに、国民健康保険を行うものとすること」（国民健康保険法第 3

条第 1 項）とされています。

第 3 章 自治体の仕事 第 3 章 自治体の仕事

16



3

17

252 17

2

1

1

1

2

3

16

3-1

3 12 16

17

2

7

3.

　図表 3-1 の上段にある仕事はいずれも、法律によって、広域の自治体の仕事と

されています（警察法第 38 条・第 47 条、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 37 条・

第 41 条、市町村立学校職員給与負担法第 1 条、児童福祉法第 35 条、地域保健法第 5 条、都市計画

法第 29 条）。そのうち、小中学校教員の任免、給与、定数及び児童相談所は指定都

市の仕事（教育公務員特例法第 11 条・第 13 条、児童福祉法第 12 条・第 59 条の 4）、保健所と

保育所設置の認可は、指定都市と中核市の仕事（地域保健法第 5 条）とされています。

　国民健康保険については、「都道府県は、当該都道府県内の市町村（特別区を含

む。以下同じ）とともに、国民健康保険を行うものとすること」（国民健康保険法第 3

条第 1 項）とされています。

第 3 章 自治体の仕事 第 3 章 自治体の仕事第 3 章 自治体の仕事 第 3 章 自治体の仕事

17



3

18

1.

6 49

3 42

6 7

26 28

15 87 3 46

281 2

10 1998

第 3 章 自治体の仕事 第 3 章 自治体の仕事

18



3

19

2.

23
5

50 1975

9 12

17

15
15

7

なお、一部の仕事は都に留保されています。

　○ 児童相談所

　児童相談所は、広域の自治体と指定都市が設置しますが、政令で定める中核市、

その他の市、特別区も設置することができます（児童福祉法第 59 条の 4）。特別区では、

令和 6 年度末現在、9 区が設置しています。
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